
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
四
〇

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
四
〇

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
四
件

三
四
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

三
四
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

三
四
二

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

三
四
二

規

則

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー

ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
七
号

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
給
水
施
設
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

水
槽
の
掃
除
を
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
行
う
こ
と
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
一
年
に
一
回
」
を
「
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
規
則
第
三
十
八
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
研
究
棟
附
属
設
備
の
部
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
①
の
項
中
「
一
、
一
一
〇
円
」
を
「
九
二
〇
円
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
十
一
月

十
九
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商

業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヨ
ー
ク
タ
ウ
ン
新
上
荒
川

福
島
県
い
わ
き
市
平
上
荒
川
字
安
草
四
〇
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
一
八
番
二
号

フ
ラ
ワ
ー
シ
ョ
ッ
プ
ま
が
み

馬
上

光
子

福
島
県
い
わ
き
市
小
川
町
下
小
川
字
上
ノ
台
二
三

株
式
会
社
コ
ス
モ
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役

三
上

明

京
都
府
京
都
市
中
京
区
烏
丸
通
四
条
上
る
笋
町
六
八
九
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

代
表
取
締
役

真
船

幸
夫

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
一
八
番
二
号

フ
ラ
ワ
ー
シ
ョ
ッ
プ
ま
が
み

馬
上

光
子

福
島
県
い
わ
き
市
小
川
町
下
小
川
字
上
ノ
台
二
三

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル

リ
コ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
十
一
月

十
九
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政

策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
富
田
店

福
島
県
郡
山
市
富
田
町
字
西
町
下
一
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

代
表
取
締
役

河
内

伸
二

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
一
二
九
三
番
地

山
一
ベ
ジ
フ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

増
岡

芳
文

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
向
原
一
一
四
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

代
表
取
締
役

河
内

伸
二

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
一
二
九
三
番
地

株
式
会
社
ラ
ン
ド
エ
ル
Ｈ
Ｄ

代
表
取
締
役

宗
像

寛

福
島
県
郡
山
市
字
山
崎
三
〇
五
番
地
の
六
五

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
八
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

有
限
会
社
ワ
イ
ズ

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
十
一
月

十
九
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政

策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
安
積
店

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
雁
股
八
番
一
〇
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

代
表
取
締
役

河
内

伸
二

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
一
二
九
三
番
地

山
一
ベ
ジ
フ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

増
岡

芳
文

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
向
原
一
一
四
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

代
表
取
締
役

河
内

伸
二

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
一
二
九
三
番
地

株
式
会
社
ラ
ン
ド
エ
ル
Ｈ
Ｄ

代
表
取
締
役

宗
像

寛

福
島
県
郡
山
市
字
山
崎
三
〇
五
番
地
の
六
五

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
八
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
元
年
十
一
月

十
九
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工
労
政

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
須
賀
川
店

福
島
県
須
賀
川
市
陣
場
町
一
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

代
表
取
締
役

河
内

伸
二

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
一
二
九
三
番
地

山
一
ベ
ジ
フ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

増
岡

芳
文

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
向
原
一
一
四
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

代
表
取
締
役

河
内

伸
二

栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
一
二
九
三
番
地

株
式
会
社
ラ
ン
ド
エ
ル
Ｈ
Ｄ

代
表
取
締
役

宗
像

寛

福
島
県
郡
山
市
字
山
崎
三
〇
五
番
地
の
六
五

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
八
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
元

年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務

課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ア
メ
リ
カ
屋
矢
野
目
店
、
眼
鏡
市
場
福
島
店

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
谷
地
七
〇
番

地
の
二

二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
新
地
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

加
藤
純

大
森
ハ
ツ
ネ

小
池
清
記

目
黒
清
治

目
黒
重
夫

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
元
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
十
六
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

双
葉
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

双
葉
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
双
葉
町
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
五
十
六
年
二
月
十
二
日

四

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
六
年
二
月
十
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
年
福

島
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号
）
の
事
業
地
に
双
葉
町
大
字
中
野
字
竹
ノ
花

の
一
部
の
区
域
を
加
え
る
。
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使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
年
福

島
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号
）
の
事
業
地
に
双
葉
町
大
字
長
塚
字
深
谷
の

一
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
、
双
葉
町
大
字
両
竹
字
花
ノ
木
及
び
字
農
師
町
、
大

字
中
浜
字
木
町
、
字
西
川
原
、
字
南
原
及
び
字
南
川
原
、
大
字
中
野
字
竹

ノ
花
、
字
宮
ノ
脇
、
字
渋
江
、
字
高
田
、
字
谷
地
前
及
び
字
羽
山
前
並
び

に
大
字
長
塚
字
寺
内
さ
く
及
び
字
寺
内
前
の
各
一
部
の
区
域
を
削
る
。

（
下
水
道
課
）


